
 

 

 

 

 

 

 

 

（指定介護老人福祉施設）  

特別養護老人ホーム  慈生園 

重 要 事 項 説 明 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

峡 南 広 域 行 政 組 合 
 

 

 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。  

（山梨県指定  第1970700074号）  



当施設は、ご利用者に対して指定介護福祉サービスを提供します。   

当施設の概要及び提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを  

次の通り説明します。  

 

１  法人  
 

法 人 の 名 称  峡南広域行政組合  
 

法人の所在地   山梨県西八代郡市川三郷町岩間４９５番地  

法 人 種 別  地方公共団体  

代 表 者 氏 名  代表理事   望月幹也  

電 話 番 号  ０５５６－３２－５０１１  

 

 

２  施設  
 

施 設 の 名 称  介護老人福祉施設  慈生園  
 

施設の所在地   山梨県南巨摩郡南部町中野２８４７番地  

施 設 長 名  管理者  芹澤   渡  

電 話 番 号  ０５５６－６４－２０２４  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０５５６－６４－２２１４  

 

 

３  施設の運営方針  

・ 利 用 者 が 有 す る 能 力 に 応 じ 、 入 浴 、 排 泄 、 食 事 等 の 介 護 、 そ の 他 の 日 常 生 活 の 援 助 、

機 能 訓 練 、 健 康 管 理 を 行 う こ と に よ り 、 利 用 者 の 心 身 の 機 能 の 向 上 を 図 り 、 自 立 し た

日 常生活 を営む ことがで きるよ う支援 （自立支 援）し ま す。   

・ 当 施 設 に お い て 提 供 す る 介 護 老 人 福 祉 サ － ビ ス は 、 介 護 保 険 法 並 び に 関 係 す る 厚 労 省

令 、 告 示 の 趣 旨 お よ び 内 容 に 沿 っ た も の と し 適 切 な 介 護 技 術 を も っ て 利 用 者 が 必 要 と

す るサ－ ビスを 提供しま す。  

・ 事 業 の 実 施 に あ た っ て は 、 関 係 行 政 機 関 、 地 域 の 保 健 、 医 療 、 福 祉 サ － ビ ス 、 ボ ラ ン

テ ィア団 体との 綿密な連 携を図 り、総 合的なサ －ビス 調整に 努めます 。  

 

 

４  施設であわせて実施する事業  
 

事業の種類  利用定員  

山梨県知事の事業者指定  
 

指定年月日  指 定 番 号 

施設  介護老人福祉施設  ３０名  

平成１２年３月１３日  １９７０７０００７４  

居宅  

通所介護  ２５名  

短期入所生活介護   ４名  



５  施設の概要  

介 護老人 福祉施 設  慈生 園（小 規模特 別養護老 人ホ－ ム慈生 園）  

 敷  地   １１６８㎡   

建  物  

 構造   鉄筋コンクリ－ト造１階建（耐火建築）  

 延べ床面積   ９２３㎡  

 利用定員   ３０名  

（ １）居 室  

 居室の種類  室 数 面 積 １人当たりの面積   

２ 人 部 屋 １  室    ２１ .００㎡      １０ .５０㎡  

４ 人 部 屋 ７  室    ３３ .００㎡       ８ .２５㎡  

合 計 ８  室  ２５２ .００㎡       ８ .４０㎡  

(注 )指定 基準で は、居室 １人当 たり１ ０ .６ ５㎡ 以上と なって います。  

（ ２）主 な設備  

 設 備 の 種 類 室  数  面 積 １人当たりの面積   

食 堂 １  室  １０２.８５㎡    ３ .４３㎡  

機 能 訓 練 室 １  室   ４１.２５㎡    

一 般 浴 室 １  室   １８.００㎡    

機 械 浴 室 特殊浴槽 1台   

医 務 室 １  室   ２１.００㎡    

静 養 室 １  室   ２１.００㎡   １０ .５０㎡  

(注 )指定 基準で は、食堂 と機能 訓 練室 の合計面 積は 、１人 当たり ３㎡ 以上と なって います。

（ ３㎡ ×入所 定員）  

 

 

６  職員体制（主たる職員）  
 

従 業 者 の 職 種 員数  

区分  

常勤換算  

後の人員  

事業者の  

指定基準  
保有資格  

 

常勤  非常勤  

専  

従  

兼  

務  

専  

従  

兼  

務  

管 理 者 1   ○    0.3   － 施設長     １名 

生 活 相 談 員 1  ○     1.0   1 介護福祉士   １名 

介 護 職 員 15  ○   ○   14.8   10以上 介護福祉士   10名 

看 護 職 員 1   ○      1.0   １以上 看護師     １名 

機能訓練指導員 1   ○    1.0   １以上 看護師     １名 

医 師 （ 嘱 託 ） 3     ○  0.1   必要数  

栄 養 士 1  ○     1.0   １以上 管理栄養士   １名 

介護支援専門員 1  ○     1.0   1 介護支援専門員 １名 



７  職員の勤務体制  
 従事者の職種  勤 務 体 制 休暇   

 管理者  
 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

 常勤で勤務します。 
４週８休  

 生活相談員  
正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５） 

常勤で勤務します。 
４週８休  

 介護職員  

早 出   （ ７：１５～１６：００） 

日 勤   （ ８：３０～１７：３０） 

平 常   （ ９：４５～１８：３０） 

遅 出   （１０：１５～１９：００） 

夜 勤Ａ・Ｂ (１７：００～ ９：３０） 

昼間は、原則として職員１名当たり、入所者３名のお世話をします。 

夜間（１９：００～７：１５）は、原則として職員１名当たり、入所 

者１５名のお世話をします。 

原則として  

４週８休  

 看護職員  

正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５）  

 常勤で勤務します。  

夜間については、自宅待機にて緊急時に備えます。  

４週８休  

 機能訓練指導員   看護職員が、兼務します。  ４週８休  

 介護支援専門員  
 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５）  

 常勤で勤務します。  
４週８休  

 医師  
 内科医師   毎週火曜日・金曜日  １５：００～１７：００   

理学療法士   毎月４時間程度   

栄養士  
 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：１５）  

 常勤で勤務します。  
４週８休  

(注 )上記 の職員 数は、常 勤ある いは常 勤換算し たもの です。  

 

 

８  施設サ－ビスの概要  

（１）介護保険給付サ－ビス  
 

サ－ビスの種類  内   容  
 

食 事 

 ・栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮したバラ  

  エティ－に富んだ食事を提供します。  

 ・食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるようにします。  

 （食事時間）  朝食   ７：４５～  ８：４５  

        昼食  １２：００～１３：００  

        夕食  １８：００～１９：００  

排 泄 

 ・入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立につ  

  いても適切な援助を行います。  

 ・おむつを使用せざるをえない場合には、心身および活動状況に適したお  

  むつを提供し、排泄状況をふまえて適切に交換します。  

入 浴 
 ・年間を通じて週２回の入浴または清拭を行います。  

 ・寝たきり等で座位をとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。  



 
 

離 床 ・ 着 替 

え ・ 整 容 等 

 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。  

 ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。  

 ・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。  

 ・シ－ツ交換は、週１回実施します。  

 

機 能 訓 練 

 ・機能訓練指導員（所有資格：看護師）による入所者の状況に適合した機  

  能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。  

 ・弊施設の保有するリハビリ器具  

  歩行器  ２台   車椅子  ３１台   交互滑車訓練機  １台  

  下肢用訓練機  １台   極超短波治療機  １台  

  干渉電流型低周波治療器  １台    

  平行棒  １台   重錘バンド  １セット   姿勢矯正鏡  １台  

  ユ－ラインウォ－カ－  ２台   マッサージ機  ２台   足浴機  ２台  

健 康 管 理 

 ・嘱託医師により、週２回診察日を設けて健康管理に努めます。  

 ・また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に責任をも  

  って引き継ぎます。  

 ・入所者が外部の医療機関に通院する場合は、その介添えについてできる  

  だけ配慮します。  

  （当施設の嘱託医師）  

   氏  名  ：  降矢  亮（所属病院：身延山病院）   

診療科  ：  内科  

   診察日  ：  毎週火曜日・金曜日  １５：００～１７：００  

相談および援助  

 ・当施設は、入所者およびそのご家族からのいかなる相談についても誠意  

  をもって応じ、可能な限り必要な援助を行います。  

  （相談窓口）生活相談員  ：  深沢栄子  

社 会 生 活 

上 の 便 宜 

 ・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実  

  りあるものとするため、適宜レクリエ－ション行事を企画します。  

 

（２）介護保険給付外サ－ビス  
 サ－ビスの種類  内 容  

理 髪 ・ 美 容 
 ・毎月１回程度、南部町内理髪店の出張による理髪サ－ビスをご利用いた  

  だけます。  

日 常 生 活 品 費 

の 購 入 代 行 

 ・利用者およびご家族が自ら購入が困難である場合は、施設の購入代行サ  

  －ビスをご利用いただけます。ご利用いただく場合は、購入品名、数等  

  を職員までお申し込みください。購入代金は、購入店よりの請求後個人  

  口座より引き落としさせていただきます。  

金 銭 管 理 

 ・自らの手による金銭の管理が困難な場合は、金銭管理サ－ビスをご利用  

  いただけます。詳細は、次のとおりです。  

  管理する金銭の限度額：限度はありません  

  管理する金銭等の形態：指定する金融機関の預金通帳に預け入れている  

             ものを施設で管理します  

  お預かりするもの   ：上記預金通帳と通帳印（原則として、１つ）  

  保管場所       ：通帳は、事務室大金庫  

             印鑑は、会議室保管庫  

  保管管理者      ：管理者  芹澤  渡が責任をもって管理します。  

  出納方法       ：別添の「介護老人福祉施設契約者預り金に係る  

             管理規程」のとおり  



９  利用料  

（１）介護保険給付サ－ビス  
 

区  分  利      用      料  
 

 法定代理受領の  

 場合  

介護報酬の告示上の額  

(施設介護サ－ビス費の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものと

し、各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。  

また食費は１日あたり、１ ,４４５円、居住費は１日あたり、８５５円とする。

ただし、食費及び居住費に  ついて負担限度額認定を受けている場合には、認

定証に記載されている食費及び居住費の負担限度額とする。 ) 

 法定代理受領の  

 ない場合  
 介護報酬の告示上の額と食事及び居住にかかる基準費用額の合算額  

 

（２）介護保険給付外サ－ビス  
 

区  分  利      用     料  
 

 理容サ－ビス  

 ・理容サ－ビス  １回  全額実費  

  ※サ－ビス内容を細分化している場合（洗顔、洗髪、顔そり、カット等）  

は、項目ごとに金額を定めることもあります。  

 日常生活品の購  

 入代行サ－ビス  
 ・購入依頼のあった品物を購入するのに要した金額の実費  

 金銭管理サ－ビ  

 ス  

 ・基本サ－ビス料   年間       ０円  

 ・出納サ－ビス料   出納１回ごとに  ０円  

 

（３）入所者の選定により提供するもの  
 

区  分  利      用      料  
  

 特別な食事   ・要した費用の実費  

 日常生活に要す  

 る費用で本人に  

 負担いただくこ  

 とが適当である  

 もの  

 ・日用品費：一日につき１００円（利用者等の選択により）  

・日常生活品の購入代金：実費相当額  

 ・レクリエ－ション費用：材料費等の実費相当額  

 ・クラブ活動費用：材料費等の実費相当額  

 ・健康管理費（インフルエンザ予防接種に係る費用等）  

 

 

１０  苦情処理体制について  
 

苦 情 処 理 体 制 

・当施設に対する苦情は面接・電話・書面により苦情窓口担当者が受け  

付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。  

・苦情窓口担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦  

情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告します。 

・苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努め  

ます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち合いを求める  

ことができます。  

・苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項については一定  

期間後その結果を報告します。  

 



 

当施設ご利用相談室  

苦情解決責任者  管  理  者  芹 澤  渡 
 
 

窓 口 担 当 者  生活相談員  深 沢  栄 子 

ご 利 用 時 間 
 毎週月曜日～金曜日（祝日は除く） 

 受付時間９：００～１７：００  

ご 利 用 方 法 
 ＴＥＬ  ０５５６－６４－２０２４（代） 

 ＦＡＸ  ０５５６－６４－２２１４ 

第三者委員による  

苦情の受け付け  

（氏名）望月  本映  
住 所  山梨県南巨摩郡南部町南部８１２２番地 

ＴＥＬ  ０５５６－６４－２０１３ 

（氏名）佐野 勝行 
住 所  山梨県南巨摩郡南部町大和２２１０番地 

ＴＥＬ  ０５５６－６４－２５５６ 

（氏名）佐野  薫 
住 所  山梨県南巨摩郡南部町井出８２５番地１ 

ＴＥＬ  ０５５６－６６－２７０５ 

（委嘱期間） 令和４年４月１日より令和６年３月３１日まで 

行政機関その他の  

苦 情 受 付 機 関 

南部町役場地域包括支援センター  

 住 所 山梨県南巨摩南部町内船４４７３－１  

ＴＥＬ ０５５６－６４－４８３６（受付時間９：００～１７：００）  

ＦＡＸ ０５５６－６４－３１１６  

 

南部町役場福祉保健課介護保険係  

 住 所 山梨県南巨摩南部町内船４４７３－１  

ＴＥＬ ０５５６－６４－４８３６（受付時間９：００～１７：００）  

ＦＡＸ ０５５６－６４－３１１６  

 

国民健康保険団体連合会  

 住 所 山梨県甲府市蓬沢１－１５－３５  

ＴＥＬ ０５５－２３３－９２０１（受付時間９：００～１７：００）  

ＦＡＸ ０５５－２２３－１２０４  

 

山梨県社会福祉協議会  

 住 所 山梨県甲府市北新１－２－１２  

ＴＥＬ ０５５－２５４－８６１０（受付時間９：００～１７：００）  

ＦＡＸ ０５５－２５４－８６１４  

 

 

１１  緊急時・事故発生時等の対応と協力医療機関  
 

緊急時･事故発生時

の医療的対応 

利用者の容態の変化があった場合は、嘱託医の指導と協力医療機関等への受診により 

対応します。また、容態の変化が急激かつ重篤な場合や不慮の事故発生等で緊急な対 

応が必要と判断した場合は、嘱託医、協力医療機関への緊急連絡・連携のもと必要な 

措置を講じます。 

 

 
ご家族・関係機関

への連絡  

利用者の容態の変化や不慮の事故等があった場合は、前項に示す医療的対応の他にご 

家族に速やかに連絡し、必要な処置について協議します。また、事故の発生について 

は、当該介護保険者等へ連絡を致します。 

 

 
事故等に対する賠

償の対応  

サービス提供中、当施設の責任による事故等で利用者の生命・身体･財産に損害を及ぼ 

した場合、その損害を賠償します。 

 

 
医療機関の名称  公益財団法人  身延山病院 特 定 医 療 法 人  峡 西 病 院 

 

 所 在 地 南巨摩郡身延町梅平２４８３  南アルプス市下宮地４２１  

 診 療 科 内科・外科・眼科・整形外科  精神科  



１２  協力歯科医療機関  
 

医療機関の名称  南部歯科医院  
 

所 在 地 山梨県南巨摩郡南部町内船８１３７－１  

 

 

１３  第三者による評価の実施状況等  
 

アンケート調査、意見箱等の意見を把握する取組  無  
 

第三者による評価の実施の有無 無  

 

 

１４  非常災害時の対策  
 

 非 常 時 の 対 応 
別に定める「峡南広域行政組合慈生園  消防計画」及び「慈生園  非常災  

害対策計画」により対応を行います。  

 

 地域との協力関係 
 南部町消防団南部分団第一部（南部町中野）に災害時の協力を依頼して  

 います。  

 平常時の訓練等・ 

防災設備  

 別に定める「峡南広域行政組合慈生園  消防計画」にのっとり年３回、  

夜間および昼間を想定した避難訓練を、入所者の方も参加して実施します。 

設備名称  個数等  設備名称  個数等  

自動火災報知機  有  屋内消火栓  有  

誘導灯  ８個所  非常通報装置  有  

ガス漏れ報知機  有  漏電火災報知機  有  

防火シャッタ－  ２個所  非常用電源  有  

 カ－テン布団等は防炎性能のあるものを使用しております。  

消 防 計 画 等 
 消防署への届出日：令和４年８月２６日  

 防火管理者：芹澤  渡   

 

 

１５  当施設ご利用の際に留意いただく事項  

当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守りいただきます。  

 来訪・面会について  

ご面会時間は、平日の１４：００～１６：００となっております。来訪者は、

面会時間を遵守し、その都度面会申請簿に必要事項をご記入ください。  

なお、面会の予約は前日（月曜日の場合は前週の金曜日）までにお願い  

します。  

 

 外泊・外出について  
 外泊・外出の際には事前に届け出が必要です。行き先と帰園時間等を職  

員にお申し出ください。  

嘱 託 医 師 以 外 の 

医療機関への受診 

 嘱託医師（身延山病院、峡西病院）以外の医療機関への受診付添い及び  

 送迎は、当施設にて対応しますが、医師からの家族への来院依頼がある  

 場は家族あるいは身元引受人にて対応していただきます。  



 居室・設備・器具  

の利用  

 居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反した  

ご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。  

喫 煙 ・ 飲 酒  喫煙・飲酒は禁止です。  

迷 惑 行 為 等 
 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。  

また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。  

所 持 品 の 管 理  ご家族のご協力をお願いします。（事情によっては職員が行います。）  

現 金 等 の 管 理  現金は基本的に個人口座へ入金し、手元には置かないこととなっています。 

宗 教 ・ 政 治 活 動  施設内での他の入所者に対する布教活動及び政治活動はご遠慮ください。  

動 物 飼 育  施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。  

 
 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

  介護福祉施設サ－ビスの提供開始にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行い  

ました。  

 

      (説明者 ) 

介護老人福祉施設  慈生園 

園  長   芹  澤   渡     ㊞  

  

 

 

  私は、本書面により、事業者から重要事項の説明を受け、介護福祉施設サ－ビスの  

提供開始に同意しました。  

 

      (利用者 ) 

     住  所                        

氏  名                     ㊞   

 

 

      (利用者代理者 ) 

     住  所                        

氏  名                     ㊞   


